
中土佐町在宅介護支援金の支給に関する要綱 

平成２１年４月１日 

告示第１７号 

改正 平成２１年７月１日 

告示第３０号 

改正 平成３１年４月１１日 

 告示第５６号 

改正 令和元年６月１８日 

 告示第１１号 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、在宅において重度の要介護者を介護している者に対し、在宅介護支

援金（以下「支援金」という。）を支給することにより、重度の要介護者を介護している

家族の経済的負担の軽減を図るとともに、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、｢重度の要介護者｣とは、次の各号のいずれかに該当する者を

いう。 

（１）介護保険法（平成９年法律１２３号。以下「法」という。）第２７条に規定する要介

護認定を受けた者のうち、要介護状態区分が４又は５（法第７条第 3 項第２号に該当

する者を含む。）である者 

（２）要介護状態区分４又は５に相当する６５歳以上の者であって、寝たきりの状態であ

る者 

（３）要介護状態区分４又は５に相当する６５歳以上の者であって、日常生活に支障をき

たすような認知症の症状がある者 

２ 前項第２号に該当する者は、次の各号の全てに該当する者をいう。 

(１) 別表第１のランクのうち、Ｂ２からＣ２に該当する者 

(２) 別表第２の全ての項目おいて、一部介助もしくは全介助に該当する者 

３ 第１項第３号に該当するものは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。 

(１) 別表第３のランクのうち、Ⅲa からＭに該当する者 

(２) 別表第４の項目のうち、２つ以上が毎日もしくはできない又は３つ以上が２、３日に

１回もしくは時々できるに該当する者 

４ 支給該当月とは、支援金の支給対象となる継続して介護した３ヶ月をいう。 

 

（支給対象者） 

第３条 支援金の支給対象者は、中土佐町に住所を有する重度の要介護者（以下「要介護者」

という。）を、継続して３ヶ月以上在宅で介護している者（以下「介護者」という。）とす

る。 

 



（支給要件） 

第４条 支援金の支給要件は、次の各号の全てに該当する場合とする。 

（１）介護者が１月間のうち１５日以上在宅において介護を行った場合 

（２）要介護者及び介護者において町納入金（税金、介護保険料、水道料、町営住宅費、

保育料、学校給食費等）の滞納がないこと。 

 

（支援金の額） 

第５条 支援金の額は、要介護者１人につき月額１万円とする。 

 

(支給申請) 

第６条 支援金の支給を受けようとする者は、３カ月毎に中土佐町在宅介護支援金支給申

請書（様式第１号）を、町長に提出するものとする。 

２ 前項の申請は、支給該当月終了後２ヶ月以内に行なわなければならない。 

ただし、支給該当月終了時、要介護認定の更新申請中及び、区分変更申請中により、認

定結果が確定していない場合は、認定結果確定後１ヶ月以内に行わなければならない。 

 

（支給資格に関する調査） 

第７条 町長は、前条の申請書を受理したときは、支給資格の適合性について調査し、必

要があれば証明書等の提出を求めることができる。 

 

（決定及び通知） 

第８条 町長は、前条の調査において、速やかに支給の可否を決定し、中土佐町在宅介護 

支援金支給決定通知書（様式第２号）又は中土佐町在宅介護支援金支給却下通知書（様

式第３号）により申請者に通知するものとする。 

  

（支給） 

第９条 町長は、前条において支給決定した者からの請求書（様式第４号）により、支援

金を支給するものとする。 

２ 支援金は、支給決定があった年度において支給する。 

 

（支援金の返還） 

第１０条 町長は、偽りその他不正の行為によって支援金の支給を受けた者があるときは、 

その者に支給した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年７月１日 告示第３０号） 



この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１１日 告示第５６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年６月１８日 告示第１１号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 


